
即納筆文字/利用規約

株式会社夢ロゴアート（以下、「当社」といいます。）は、当社が提供する即納筆文
字のサービスについて、以下のとおり利用規約を定めます。本サービスを利用するた
めには、本利用規約の全てに同意していただく必要があり、注文フォーム送信時点
で、本利用規約に同意したものとみなされるものとします。

1 権利
・利用権利者は、購入した個人・法人・団体単位となります。
・ご購入頂いた筆文字は利用時(改変を含む)に著作権表示は必要ありません。
・ご購入頂いた筆文字素材は、以下の利用範囲内でご利用頂けますが、筆文字素材(改
変を含む)の著作権・知的所有権は、弊社または作者に帰属します。

2 利用範囲
・ご購入された筆文字素材は、個人利用・商用利用問わずご利用いただけます。
・ウェブ媒体、印刷媒体、映像媒体、物品への転写・その他で利用できます。
・販売用途も可能です。
・複製総数に制限はございません。

3 禁止事項
・商標登録はできません。
・利用権利者以外への筆文字素材への譲渡
・素材販売サイトなどで素材そのものや改変した素材の販売
・第三者が自由にダウンロードできる場所への公開
・公序良俗に反する用途への利用
・その他当社が不適合と判断する行為 
・次のいずれかに該当すると当社が判断した場合はご注文を拒否する場合がございま
す。その場合、当社が主観的に判断し拒否理由については説明を致しません。またお
支払い頂いた金額は返金致します。
  -他人が不快に思うと思われる文字
  -公序良俗に反すると思われる文字

4 注文
・注文は本サイトの申込フォームのみです。メール・電話などの注文はできません。
・ご注文単位は、タイトル・サブタイトルのように、一つの意味・区切り単位としま
す。
・1単位を10文字以内1行とします。
・デザインする場合は複数単位でお申込みください。



・書体は指定されたものからお選びください。
・横書き縦書き書体を選ぶことができます。
・改行・スペースの記号は入力できません。

5 支払
・お支払はクレジットカードのみとなっております。振込やコンビニ決済には対応し
ておりません。
・決済は外部サービスのPAYJPを利用しております。決済の詳細はPAYJPのサイトで
ご確認ください。
・お支払期限はご注文後2日間となり、それ以降キャンセル扱いになります。
・キャンセル扱い後の支払はできませんので改めてお申込みください。

6 納品仕様
・納品はメールで送信します。
・A4サイズ(210-297mm)/300dpi/2480px-3510pxです(横書きはXY逆)
・拡張子はpng/グレースケール/背景は透明です。
・納品仕様の変更はできません。(解像度の変更・拡張子の変更・アウトライン化)
・1ファイル約500KBです。
・通信費はお客様の負担になります。
・メールの文字化け、添付ファイルのし忘れなど、当社不備以外のお客様都合による
再送信は致しかねますので予めご了承願います。

７ 納品物
・1単位毎にA4サイズの紙に書きますので、文字数が増えると文字はそれに応じて小
さく細くなりますので予めご了承願います。 
・納品物はご指定頂いた文字と書体とコメントを参考に作成致しますが、ご指定頂い
た文字自体が持つデザインや筆文字自体が抽象的であるため、お客様のイメージと異
なる場合がございますので予めご了承願います。
・当社の不備(誤字脱字)以外の書き直しはできません。

8 納期
・納期は2日以内です。ただし混雑や非常時の場合はこの限りではありませんので予めご了承
願います。

9 領収書
・領収書は納品物と同じメールに添付致します。
・宛名をご希望の方は申込フォーム時にご入力ください。
・宛名が空白の場合、メールアドレスが宛名になります。



・申込後の対応はできませんので予めご了承願います。

10 返金について
・ 商品特性上返金・キャンセルについてはお受けできません。ただし誤字脱字など当
社不備がございました場合、お手数ですが納品後7日以内にご連絡ください。再制作・
再送致します。

11 免責事項
・当社は、本サービスに関連して生じた契約者及び第三者の結果的損害、付随的損
害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわ
らず一切の責任を負いません。
・不正アクセスやコンピュータウィルスによる当サイト内のコンテンツ改ざんによる
損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

12 損害賠償額の制限
　本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、契約者が当社に本サービ
スの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。

13 個人情報の取り扱い
・別途プライバシーポリシーを御覧ください。

14 規約の変更
　本利用規約を事前の承諾通知なく変更することができるものとしますが、変更があ
った場合速やかに開示します。

15 制定/改定 
2017年2月15日制定


